
                                     

 

  平成 18 年 5 月 25 日 
各    位 

東京都新宿区西新宿 1-6-1 新宿エルタワー25Ｆ 
株 式 会 社 ニ ッ シ ン
代 表 取 締 役 社 長  嵜 岡 邦 彦 

 
 
 （ 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 ： 8 5 7 1 ） 

問い合わせ責任者：専務取締役 檜 垣 均 
Ｔ Ｅ Ｌ ： 0 3 - 3 3 4 8 - 2 4 2 4 ( 代 表 ) 

 
 

 
商 号 変 更 に 関 す る お 知 ら せ 

 
当社は、平成 18 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会

に、下記のとおり商号変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
 

1. 新商号   Ｎ Ｉ Ｓ

エヌアイエス

グループ株式会社（英文名： ＮＩＳ ＧＲＯＵＰ ＣＯ., ＬＴＤ.） 

 

2. 変更日   平成 18 年 10 月 1 日（予定） 
 
3. 変更理由  株式会社ニッシンおよびそのグループ会社は、近年の金融情勢の変化に伴い、旧来の消

費者金融・事業者金融専業会社を脱皮すべく、2004 年 6 月に消費者金融債権を売却する

など、中小事業者へのトータル・ファイナンス戦略を採用し、異業種との提携による「金

融版 OEM」や、顧客ニーズに即した多様な商品の提供を推進してまいりました。これに

伴い、ニッシン債権回収㈱（東証マザーズ：8426）、NIS リース㈱、NIS 不動産㈱、NIS
証券㈱などの子会社戦略や本体でのベンチャー投資、不動産関連、国際部門などの事業拡

大を通じて、連結上の収益構成やお客様に対するサービスラインも大きく変化するに至っ

ております。 
こうした企業戦略の変更、事業実態の変化に伴い、今般、当社グループの総合力を活か

したトータル・フィナンシャル・ソリューション・プロバイダーとしてのブランドイメー

ジを確立する狙いから、ニューヨーク証券取引所における当社株式のシンボル「ＮＩＳ」

を掲げた「ＮＩＳグループ」へ商号変更することといたしました。 
 
なお、本変更につきましては、平成 18 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会において、

「定款一部変更の件」が承認されることを条件としております。 
 

以 上 

本プレスリリースに関するお問い合わせは下記までお願い致します。 
（広報室）０３－３３４８－２４１７ 
（ＩＲ部）０３－３３４８－２４２３ 
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